
 

 
 

 

 

 

開催にあたって 

○○差別の歴史や差別事象、教育を受ける権利が奪われている事象・・・を具体的に学んで

いくことはとても大切なことです。しかし「被差別者の現実」を中心に学ぶ学習は「自分とは

遠い問題」で終わる可能性が高くなります。社会構造を学び、社会構造と私自身の意識や行動

が関連していることを学ぶことが大切です。そんな社会を変えていくという目的を実感するこ

とが大切です。 

社会の構造と私自身を掘り下げていくためには、「○○差別」とは異なる別のテーマ設定が

必要なのかどうか、必要であるとすればどのように考えていけばよいのでしょうか？ 

「なぜ私は偏見を持ってしまうのか」「私はなぜ強い方・多い方になびくのか」「差別をす

ることで何を守ろうとしてしまうのか」「なぜ差別から自分を遠ざけてしまうのか」「なぜ私

はひとくくりで人を見てしまうのか」・・・というテーマ設定はいいのか？いけないのか？で

きるのか？できないのか？他によいテーマ設定はあるのか？ないのか？ 

今回の課題別研究会は、課題の設定について、自由に意見交換を行います。 

 

日 時   ２０２５年１１月１１日（火） 14:00～16:40(受付 13:30～) 

会 場   G-NETしが 滋賀県立男女共同参画センター 研修室 A 

              近江八幡市鷹飼町８０－４   電話：0748-37-3751 

日 程  １４：００～１４：１０ 開会行事 
      

１４：１０～１４：４０ 高校連協事務局員・運営委員から 

課題の設定について問題提起 
 

     １４：５０～１６：３０  意見交換（グループ協議・全体協議） 
 

１６：３０～１６：４０ 閉会行事 
 

その他   どなたでも参加できます。参加を希望される方は、１１月４日（火）までに、下の方 

法でお申し込みください。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

１１／１１（火）の滋人教高校連協第３６回課題別研究会 参加申込書 

右の二次元コード、この用紙を FAX、メール送信、の 

いずれかの方法でお願いします。 

FAX:077-525-5097  メール：sijinkyo@mx.biwa.ne.jp 

所 属（                 ） 

お名前（              ） 

差別を自分事として捉えるために 
～マジョリティ（多数派）にいると気づかないこと～ 

mailto:sijinkyo@mx.biwa.ne.jp


（公社）滋人教発第１０４号 

２０２５年１０月１日 

 所 属 長  様 

公益社団法人滋賀県人権教育研究会 

会 長   角出 好隆  

公益社団法人滋賀県人権教育研究会 

高等学校連絡協議会 

会 長   大久保 貴生 

（ 公 印 省 略 ） 

 

滋人教高校連協第３６回課題別研究会の開催について 

 

 平素は、本会の活動につきましてご理解ご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

 さて、滋人教高校連協では、標記の研究会を、裏面の開催要項のとおり開催いたします。 

 つきましては、所属職員の積極的な参加をお願いしたく、ご配意くださいますようお願い

申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒520-0801 大津市におの浜４－１－１４           

公益社団法人滋賀県人権教育研究会 事務局        

 

TEL０７７－５２５－５０９６     

FAX０７７－５２５－５０９７      

  sijinkyo@mx.biwa.ne.jp      

                  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sijinkyo.jp 

 


